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（別紙１） 

管理運営状況 評価シート【令和６年度】 

（評価日 令和７年６月 26日） 

１ 施設の概要 

施設名 岩手県立美術館 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

岩手県盛岡市本宮字松幅 12-3 

電話 019-658-1711  FAX 019-658-1712 

ホームページ http://www.ima.or.jp 

電子メール info@ima.or.jp 

設置根拠 美術館条例 

設置目的 

（設置：平成 13年 10月１日） 

美術品及び美術に関する資料を収集し、保管し、及び展示し、併せて美術に関する調査研究及

び普及活動を行い、県民の芸術文化の振興に寄与する。 

 

施設概要 

敷地面積 21,157.35㎡ 建物面積 10,061.66㎡ 延床面積 13,000.00㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート地上 2階建 

 企画展示室、常設展示室、萬鐵五郎展示室、松本竣介・舟越保武展示室 

 普及スペース、サービススペース、収納庫、事務学芸室ほか 

施設所管課 
岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課  

（電話 019-629-6171、メールアドレス DB0005@pref.iwate.jp） 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 公益財団法人岩手県文化振興事業団 

指定期間 令和５年４月１日～令和 10年３月 31日（５年間） 

連絡先 
盛岡市内丸 13番１号 

電話 019-654-2235 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容 

（主なもの） 

・観覧の許可、観覧料の徴収等 

・施設設備の維持管理 

・施設の利用促進（自主事業の実施、広報業務の実施等） 

職員配置、管理

体制 

 

 ３名 

（令和６年４月１日現在） 

組織図 

 

県立美術館 正職員⑴－有期会計年度雇用職員⑵ 

 
（内訳） 

正職員 １名 

有期会計年度雇用職員 ２名 

利用料金 

観覧料（県歳入） 

・常設展 

 一般 460円（370円）、学生 350円（280円）、高校生以下は無料 

 ※ （ ）内は 20名以上の団体料金 

・企画展についてはその都度料金を設定              

開館時間 
9時 30分～18時 

（入館は 17時 30分まで） 
休館日 

・月曜日（祝日に当たるときは、翌日以後

の平日） 

・12月 29日～１月 3日 
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４ 施設の利用状況 （単位：人） 

（利用者数、

稼働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 備考 

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 期間平均  

第１四半期 15,153 13,423 13,019    13,221 

 

第２四半期 20,135 28,827 40,220    34,524 

第３四半期 32,115 24,953 19,550    22,252 

第４四半期 53,917 7,025 10,377    8,701 

年間計（実績） 121,320 74,228 83,166    78,697 

年間計（計画）  59,000 60,000 61,000 62,000 63,000   

 

５ 収支の状況 （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 備考 

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 期間平均  

収

入 

指定管理料金 237,348 255,638 258,970    257,304  

小計 237,348 255,638 258,970    257,304  

支

出 

人件費 11,921 14,206 13,071    13,639  

維持管理費 214,170 225,094 229,051    227,073  

一般管理費 2,761 10,697 10,730    10,714  

特別自主事業 1,193 600 1,000    800  

小計 230,045 250,597 253,852    252,225  

収支差額 7,303 5,041 5,118    5,079  

 

６ 利用者の意見等への対応状況 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 

グランドギャラリー内に常時アンケートボックス設

置、ホームページでの意見募集、企画展や教育普及活

動事業におけるアンケート調査、受付・管理等業務従

事者による来館者の声の記録等。 

実施 

主体 
(公財)岩手県文化振興事業団 

(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 46件、要望 29件、その他 102件 

主な苦情、要望等 対応状況 

① レストランが長期閉鎖していることに対

する苦情 

 

 

 

② キャッシュレス化されていないことに対

する苦情 

 

 

 

 

③ 美術館敷地内緑地除草・除雪に対する苦

情 

① 状況を説明し、お詫びをするとともに、必要に応じて自動販

売機の場所の案内及び独自に作成した「周辺ごはん MAP」を配

付した。 

  苦情等について、生涯学習文化財課への情報提供と早期再開

を要望した。※長期間の閉鎖により、お客様から現状や見通し

などを聞かれ、苦情も強めになってきており、対応に苦慮して

いる。 

② 状況を説明し、ご不便をおかけしていることに対しお詫びを

した。観覧券は、コンビニエンスストアでも販売しており、ク

レジットカード等での購入可能であることをお伝えした。 

生涯学習文化財課へ情報提供した。 

③ 除草を速やかに実施した（例年２回、R６は２回）。除草・除

雪共に随時状況を把握し、可能な範囲で職員が実施した。 
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その他利用者からの積極的な評価等  

・展示について：(常設)展示が充実していて施設もきれいでとても良かったです。岩手ゆかりの作家についてな

かなか見ることができないので良かったです。 

(企画)空間を広々と使った展示方法が良かったです。色鮮やかな作品の本物を見ることができ

て本当に幸せでした。 

・職員の対応 ：観覧券を落としてしまったが、受付スタッフが落とし物として届いていたものを親切に案内し

てくれて助かりました。 

・施設について：とても館内がきれいでした。お手洗いがとても綺麗でとても良かったです。 

・その他   ：全てにおいてすばらしいと思いました。次の企画も楽しみにしています。 

 

 

７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

管理業務等 1) 公の施設及び教育機関であることを念

頭においた、施設利用に係る公平性の確

保 

観覧許可にあたっては、迅速かつ

適正な処理を心掛け、円滑に業務を

遂行できた。 
B 

2) 設置目的を効率的かつ効果的に達成  設置目的については、指定管理部

門と学芸普及部門が緊密に連携し、

効率的かつ効果的な達成に努めた。 

施設の利用状況 1) 目標値の達成 

中期経営計画における目標値である年

間利用者数 60,000人 

 

目標対比：138.6％（観覧者数

83,166人） 

コロナ禍が収束し、県内外の人の

往来が活発化したことなどにより、

観覧者数の増加につながった。 

A 

2) 上記目標値に向けた取組みと、増減内

容の把握 

 

目標値の達成に向けて、広報力の

ある報道機関との実行委員会方式に

よる企画展を 1本開催した。 

企画展の関連イベントとして、講

演会やワークショップ等の開催や

様々な教育普及事業の実施により、

美術館をより一層楽しんでいただく

よう取り組んだ。 

3) 施設利用促進に係る広報等の実施 施設利用促進に係る広報等につい

ては、美術館の魅力を幅広く伝える

ことができるよう、スポットＣＭ、

ミニ番組、ＦＭラジオ番組など多様

な広報手段を取り入れた質の高い広

報に継続して取り組んだ。 

この他、Twitterや Facebook等の

SNS を活用した広報にも力を入れる

ことにより、旬な情報を発信し、美

術館を身近に感じていただけるよう

な広報にも引続き取り組んだ。 

また、適宜フォトスポットを設け、

楽しく記録に残る美術館体験を提供

し、更に、来館者が SNS等でこれを

アップロードすることで、いわゆる

口コミによる宣伝効果に繋がった。 
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使用の許可、利用料

金の徴収等状況 

1) 観覧許可及び観覧料徴収等の適切な実

施 

2) 観覧券の適正な管理 

観覧許可、観覧料の徴収及び減免

等について、規則に則り適正な業務

の執行に努めた。 

再委託業者を含む担当職員を対象

に、観覧料徴収や減免についての再

確認等を随時行い、適切な運用に努

めた。 

B 

会計業務の状況 適正な会計業務（収入・支出・契約等）

の執行 

各種契約事務及び会計処理につい

て、関係規則に基づき、適正に執行

した。 

B 

施設の維持管理状況 1) 施設設備の維持管理等業務の適切な実

施 

 施設設備の維持管理等業務を遅滞

なく適切に行い、事故のない安定し

た管理を行った。 

日常点検を重視し、異常箇所の早

期発見に努め、重大事故につながる

ことのないよう取り組んだ。 

B 

2) 公有財産の適切な管理 

 

開館後 23年が経過し、随所に不具

合が生じているが、県との協議を踏

まえながら修繕計画を策定し、施設

の維持管理保全に努めた。 

 再委託業者とは日頃から設備状況

や異常について情報交換を行ってい

るほか、月例の連絡会にて重要事項

の再確認を行う等、連携を図りなが

ら適切に管理運営している。 

3) 備品について備品台帳との整合性を図

る 

備品台帳と現物の照合を行った。 

記録等の整理・保管 各種帳票書類の適正な整理保管 ファイル基準表に基づき、適正な

整理保管の実施に努めた。 
B 

自主事業等の取組み 施設の設置目的に沿った、利用促進に繋

がる方策に基づく事業の実施 

幅広い年齢層のお客様に美術館に

親しんでいただき、利用促進に繋が

るよう、特別自主事業「まるっと楽

しむアートイベント」(11/3)やコン

サート事業(12/21-22)を実施した。 

B 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

・改善を要する点 

・成果のあった点 

 さまざまな媒体を利用した広報活動に取り組み、美術館を楽しんでもらえる自

主事業等を開催し来館者の利用促進に努めた。その成果として目標観覧者数

60,000人を大きく上回る 83,166人が入館した。（目標対比：138.6％） 

 

・改善を要する点 

 特になし。 

B 

 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制 各業務に適した職員及び必要な有資格

者の適正な配置 

職員配置計画に基づき、有資格者を

配置し、適切に人員配置している。 
B 

苦情、要望対応体制 利用に関する各種問い合わせや要望及

びトラブル等の適切な対応 

美術館苦情（クレーム）対応マニ

ュアルに沿って適切な対応に取り組

んだ。 

来館者から寄せられた苦情要望等

は学芸普及部門及び受付・看視職員

等と共有し、速やかな改善に努め

B 
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た。 

危機管理体制（事故、

緊急時の対応） 

 災害時・緊急時の対応や、防犯・防災対

策として、マニュアルの作成や訓練の実施 

実効性のある防災・救急時体制の

確立のため、非常招集連絡訓練を含

む年 3回の防災訓練を実施した。 

なお、各訓練の結果については概ね

良好であり、引き続き万全の防災体

制を維持するため、日頃からの防災

に対する意識づけを全職員に喚起し

た。防犯訓練では、警察署員が不審

者となった実践形式の訓練を行い、

緊迫した状況を体感しながら、とる

べき対応について学ぶことことがで

きた。 

B 

コンプライアンスの

取組み、個人情報の取

扱い 

基本協定に基づく秘密の保持、個人情報

保護及び法令遵守の確保 

個人情報に関する書類の適切な保管管

理 

月例の全職員が出席する館員会議

等において、コンプライアンスの意

識啓発を行う機会を設けるなど、常

に高いコンプライアンス意識の下、

業務に臨んでいる。 

B 

県、関係機関等との連

携体制 

 基本協定に基づく関係機関等との協力

連携及び良好な関係の維持 

県との情報共有に努めるととも

に、近隣文化施設で組織される「も

りとぴあねっと」に参画し、施設間

で広報協力等を実施するなど、地域

連携事業を協力して行い、地域一体

となった連携体制の構築に努めた。 

B 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

・改善を要する点 

・成果のあった点 

 概ね適正に運営されていると認められる。 

 

・改善を要する点 

 特になし。 

B 

 

(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

サービス向上の取組

み 

 サービス向上のための研修等の実施 企画展の開催時には、学芸普及部

門と連携し、受付・看視員を対象と

する展覧会概要の説明会を実施し、

来館者サービス向上のための取組み

を行った。 

B 

利用者サービス 利用者サービス向上に向けた方策に基

づく、適切な利用者サービスの実施 

自主事業「まるっと楽しむアート

イベント」(11/3)やコンサート事業

(12/21-22)を開催し、新規来館者の

開拓のみならず、リピーターの獲得

に積極的に努めた。 

夏季休暇の時期に合わせて休館日

である月曜日を臨時に開館し、来館

者の利便向上を図った。  

来館者からのクレームや要望につ

いては速やかに館内で共有し対応す

ることにより、館一丸となったサー

ビス向上に取り組んだ。 

B 

利用者アンケート等 1) 利用者アンケートや意見箱の設置に

よる利用者ニーズの把握 

2) アンケート結果に基づく業務改善 

アンケートやホームページ、受

付・看視職員等に寄せられた来館者

の苦情要望及び積極的な評価を集約

B 
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し、利用者のニーズ把握に努め、改

善を要するものについては、館員及

び再委託業者に周知し、速やかに適

正な対応を行った。 

また、アンケートの回収率が低い

状況が続いていることから、他館の

取組み状況などを把握しながら、引

き続き回収率を高める方策を検討し

ていく。 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

・改善を要する点 

・成果のあった点 

 概ね適正に運営されていると認められる。 

 

・改善を要する点 

 アンケート回収率の向上を図り、利用者のニーズ及び評価を施設運営に反映さ

せるよう、取り組んでいただきたい。 

B 

 

(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業収支 管理運営計画における収支の積算に対

する適正な収支実績 

概ね適正な事業収支を維持するこ

とができた。 
B 

指定管理者の経営状

況 

経営基盤の安定及び計画に沿った管理

能力 

当事業団は、行政の補完的役割を

担う公益法人として、文化施設の管

理を目的の一つとして設置されたも

のであり、管理運営を行う能力を十

分に有するとともに、経営可能な財

政基盤を確保している。 

B 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

・改善を要する点 

・成果のあった点 

 概ね適正に運営されていると認められる。 

 

・改善を要する点 

 特になし。 

B 

 

※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 

（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がな

されている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 

 

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項 

・ 報道機関との実行委員会方式による企画展開催 

美術館が行う広報業務に加え、各報道機関の強みを生かした広報を展開することができ、幅広く美術 

館をアピールすることができた。 

・ 来館者満足度向上及び新規来館者獲得に向けての取組 

小さなお子様連れの来館者が楽しく鑑賞できる時間帯の設定（ファミリータイム）等により、幅広い世 

代の来館者が楽しめるような取組みを展開した。また、コンサート事業等を実施することにより、新 

たな来館者の開拓に努めた。 

・ 積極的な臨時開館 
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夏季休暇及び年末年始等をはじめとした多くの来館者を見込める時期は、積極的に臨時開館を行った。 

・ 来館者のスムーズな導線の確保  

多数の来館者が予想される G.W 等の時期は、駐車場の混雑緩和のため交通誘導警備員を配置する等の対

応を行った。 

・ 関連機関との連携と地域貢献活動 

近隣文化施設で組織される「もりとぴあねっと」に参画し、施設間で広報協力等を実施するほか、地域 

の清掃活動や地域連携事業を協力して行い、地域一体となった連携体制の構築に努めた。 

・ 美術館友の会との連携協力 

「友の会」ボランティア活動を支援するとともに、会員に向けて展示やイベント等の情報を積極的に発 

信する等、美術愛好者の拡大に努めた。 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取組みたい事項 

・ 開館から 23年を経過しており施設設備の老朽化が進行している。異常や故障の原因は経年劣化によると

ころが大きく、突発的に修繕を要する場合でも代替機器（部品）の製造又は保守対応の終了により、修

理が出来ない案件の生じる可能性が高まっている。中長期的な修繕計画は策定済みであるので、今後は

日常点検等の結果に基づき、予防保全による設備の長寿命化を図り、老朽化対策に取り組みたい。 

・ 令和７年度の年間利用者数目標 61千人（令和６年度 60千人）の達成に向けて、民間企業や学芸普及部 

門との連携をさらに強化し、利用促進事業を積極的に展開していく。 

③ 県に対する要望、意見等 

・ 令和５年３月下旬にレストランが閉店してから、レストランがないことへの苦情が増えている。同じ人

から期間をあけて二度苦情をいただいたこともあり、レストランの営業再開が望まれる。 

・ 窓口での観覧券購入にあたり、キャッシュレス購入を希望されることが増えているため、導入について 

の検討をお願いしたい。 

・ 開館から 23年を経過し設備の更新時期となることから、計画的な改修・更新をお願いしたい。 

・ 施設管理に係る再委託について、近年の人件費、資材費等の高騰により、今後、予算内での再委託が困

難になることが見込まれる。適正な施設の管理運営が図られるよう、状況に応じて必要な予算措置をお

願いしたい。 

 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

多彩な自主事業の実施、広報活動の充実などの利用促進を図る取組、学芸普及部門と連携した研修など利用 

者サービスの向上に努めている。 

また、関係機関と連携を図りながら適切に施設管理を行うなど、概ね良好な管理運営が行われていると認め

られる。 

② 県の対応状況について（自己評価） 

指定管理者と連携し、換気機能を維持するため空調設備の部品交換工事を行うなど、施設の維持管理や課題

の早期解決に努めた。令和５年３月に閉店したレストランの営業再開やキャッシュレス決済への対応等、利用

者の利便性向上を図るための取組についても引き続き検討していく。また、施設管理に係る再委託については

施設運営に支障が出ないように適切な予算額を引き続き検討していく。 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

管理料積算にあたり、人件費や物価の変動等を適切に反映するよう検討する。 

 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

該当なし 

 

改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日：令和 年 月 日） 

 

 

改善状況の確認 

（確認年月日 令和 年 月 日） 
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